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第９回大月市教育委員会定例会 会議録 

 

・ 開催日時     令和７年１１月２０日（木曜日） 

         午前１０時００分から午前１０時４０分 

 

・  開催場所     市役所第２庁舎３階会議室 

 

・ 出席委員     宇野誠教育長、矢光重敏教育長職務代理者、鈴木英夫委員 

矢嶋千鶴委員、秋山俊一委員、野本麻里委員 

 

・ 出席職員     山口教育次長兼社会教育課長、佐野学校教育課長 

           藤本学校づくり担当リーダー 

          望月こどもの学び支援担当リーダー 

          柴田社会教育担当リーダー、鈴木スポーツ振興担当リーダー 

 

・ 傍聴人      な し 

 

 

 〔会 議〕 

１ 開会 

【教育長開会宣言】 

 

２ 会議録の承認 

  職員が、令和７年度第８回教育委員会定例会会議録を朗読し承認された。 

 

３ 教育委員会報告 

  教育長から、令和７年１０月２３日から令和７年１１月２０日までの教育委員会

活動が報告された。 

 

４ 議事 

 

議案第１８号 代替教員内申について 

（ 非公開 ） 

〔説明〕望月こどもの学び支援担当リーダー 

 

【原案どおり決定】 

 

議案第１９号 就学指定学校変更・区域外就学について 

（ 非公開 ） 

〔説明〕望月こどもの学び支援担当リーダー 

 

【原案どおり決定】 
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 議案第２０号 令和８年度指導主事共同設置運営費（予算）について 

 〔説明〕佐野学校教育課長 

  令和８年度指導主事共同設置運営費（予算）についてご説明いたします。 

「令和８年度指導主事共同設置に係る負担金（予算額）」と標記のある資料をご覧

ください。資料につきましては２枚ございます。２枚目は、「大月市外１市２村指

導主事共同設置規約」となります。 

はじめに、指導主事についてでありますが、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第１８条に基づき、学校における教育課程、学習指導、その他学校教育に関

する専門的事項の指導に関する事務に従事することとなっています。 

本市におきましては、上野原市、丹波山村及び小菅村の２市２村で共同設置し、

執務場所を富士・東部教育事務所内として、県費負担教員１名が配置されています。 

指導主事の活動予算につきましては、「大月市外１市２村指導主事共同設置規約」

第５条第１項において、大月市の予算に計上すること、また同条第２項に、負担金

の額及び交付の時期は、関係市村の教育委員会の意見を聞いて、関係市村の長が、

その協議により決定する、と規定されています。 

令和８年度の予算額としましては、必要な経費の積算を指導主事に依頼して算定

しており、資料の一番上の表のとおり、合計で１，３０２千円を計上することとし

ています。令和７年度と比較しますと、デジカメの購入経費の予算が増額となって

います。 

次に、各市村負担金としましては、以下の表のとおり、均等割額に市村毎の児童・

生徒数を基に算出した額を加算した額としており、一番下の表の右の欄が各市村そ

れぞれの負担金予算額となります。 

説明は以上となります。 

規約により、本日、この教育委員会においてご意見をお伺いしたく議題としまし

たので、よろしくお願いします。 

また、構成市村の教育委員会にもご意見をお伺いするため、この負担金算定に係

る文書を送付していますのでご承知ください。 

 

 秋山委員 

  予算額には直接関わらないのですが、定数の件で、指導主事が２名から１名に減

ったということで、県費の部分が大きく県教委の方で２名を１名にしますという方

針なのかなと思います。これをまた２名に戻すというようなことはなかなか難しい

のかなと思いつつ、その辺の様子をわかる範囲で教えていただければと思います。 

 

 宇野教育長 

  それでは、私の方から指導主事が２名から１名に減った経過と現状等を説明いた

します。令和３年より、県の予算削減に伴い、富士・東部、峡東、峡北の各地域で

指導主事を各 1名、合計３名が削減されました。この削減は、市町村数の割合や教

職員数の割合等を考慮して実施されたものです。南都留と北都留に１人ずつ当時は

いたのですが、南都留は４２校という学校数、北都留は１８校ということで、そう

いったことも考えて、北都留が削除の対象になってしまったということです。その

時から毎年、管理主事や事務所の方には復活のお願いをしていますし、私が県庁に

出向いて義務教育課長に直接お願いをしていますが、なかなか難しいです。 

近年は各市が独自に指導主事を設置する動きが進んでいます。本来的には、本市
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においても指導主事を１名配置することが現実的な解決策と考えますが、市の予算

制約もあるため、直ちに実現することは難しい面があります。諦めることなく取り

組みを継続してまいります。 

  それでは、こちらについてはお認めいただくということでよろしいでしょうか。 

ありがとうございました。 

 

   【原案どおり決定】 

 

 議案第２１号 令和８年度大月市外２村設置通級指導教室運営費（予算）について 

 〔説明〕佐野学校教育課長 

  令和８年度大月市外２村設置通級指導教室運営費(予算)について説明いたしま

す。 

「令和８年度大月市外２村言語障害等通級指導教室運営費負担金（予算額）」と

標記のある資料をご覧ください。資料につきましては４枚ございます。１枚目は、

小学校分、２枚目は、中学校分となります。３枚目は、「大月市外２村言語障害等

通級指導教室設置協議会規約」で、４枚目は、「大月市外２村言語障害等通級指導

教室運営要綱」となります。 

はじめに、通級指導教室につきましては、言語障害等に対応するため、大月市、

丹波山村、小菅村の１市２村の共同で、大月東小学校と大月東中学校に設置してい

ます。現在は、小学校５名、中学校２名の県費負担教員で対応しており、この通級

指導教室に要する経費は「大月市外２村言語障害等通級指導教室設置協議会規約」

第６条第１項において、大月市の予算に計上すること、また第２項において負担金

額及び納入時期は、当該市村の教育委員会の意見を聴いて、関係市村の長がその協

議により決定することと規定されています。 

令和８年度の予算額としましては、小学校からの予算要求等を基にヒアリングを

行い算定しております。資料１枚目の小学校分は、中ほどの表にありますとおり、

３６２千円、資料２枚目の中学校分は、同じく中ほどの表にありますとおり、１３

４千円を計上することとしています。令和７年度と比較しますと、令和８年度の小

学校分については、８１千円の増額、中学校分については、５千円の増額となって

います。 

次に、各市村負担金としましては、小学校分、中学校分それぞれ、上の表のとお

り、均等割額に市村毎の児童・生徒数を基に算出した額を加算した額としており、

一番下の表の右の欄が各市村それぞれの負担金予算額となります。 

なお、大月市の小学校児童数に関しては、次年度就学予定者も通級指導教室の対

象としていますので、その人数も加算して算定しています。 

説明は以上となります。 

規約により、本日、この教育委員会においてご意見をお伺いしたく議題としまし

たのでよろしくお願いします。 

また、構成２村の教育委員会にもご意見をお伺いするため、この負担金算定に係

る文書を送付していますのでご承知ください。 

 

 矢光教育長職務代理者 

  教室を大月東小学校と大月東中学校に設置しているということですが、小菅村や

丹波山村の方はどうしているのですか。 
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望月こどもの学び支援担当リーダー 

 巡回指導をしております。 

 

宇野教育長 

  それでは、この件についてもお認めいただくということでよろしいでしょうか。 

ありがとうございました。 

 

   【原案どおり決定】 

 

５ その他 

 

なし 

 

・１２月２５日（木）午後２時００分から、令和７年度第１０回教育委員会定例会を

開催することを確認。 

 

６ 閉会 

   【教育長閉会宣言】 

 


